
月刊情報誌  Four Seasons   

６月の自動車月間販売台数  ※中古車は登録ベース  

      

新   車 総 合 計 登録車合計   軽自動車合計 

   普通乗用車 小型乗用車  

販 売 台 数（台） 481,659 323,303 115,168 131,938 158,356 
前年同月比（％） 96.9 94.3 176.8 65.7 102.7 

      

中 古 車 総 合 計 普通乗用車 小型乗用車 普通貨物車 小型貨物 

登 録 台 数（台） 428,158 161,966 201,718 20,044 31,832 
前年同月比（％） 99.6 104.6 96.4 107.8 100.2 

      
輸 入 車 (新車) 総 合 計 外国メーカー 逆輸入    出 展： 

販 売 台 数（台） 28,349 25,755 2,594    新車･中古車は日本自動車販売協会連合会 

前年同月比（％） 106.3 107.5 95.3    輸入車は日本自動車輸入組合         

 

                   私たちは環境と福祉を考え、健全なモーター・ライフを応援しています。

 
Ｍａｒｋｅｔ－Column 
自動車社会の新形態  カーシェアリング 

 
 「カーシェアリング」の導入が、各地の集合住宅など

で広がりをみせています。これは、１台の自動車を複数

の会員が共有して、必要なときに自分のクルマのように

利用できる仕組み。い

わば会員制レンタカー

のようなものです。 
 1987年にスイスの学
生たちの間で始まり、

いまではヨーロッパを

中心に世界 400 都市
以上で、17 万人以上
の会員がこのシステム

を利用しているといい

ます。 
 国内では、1999 年
ごろから行政の補助金

を受けるなどして、各

地でカーシェアリング

への取り組みが始まりました。 
           ◆        ◆ 
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 埼玉県志木市の志木ニュータウンでは、今年５月から

１台の乗用車を住民５人が共有する試みがスタートして

います。 

運営するのは、ＮＰＯ法人「志木の輪」。事業会社が

主体となったカーシェアリングは例がありますが、住民

が主体となった市民型の試みは同地が全国初です。 

 3300 世帯が暮らす同タウンでは、以前から駐車場不

足の問題がありました。そこで手作りカーシェアリングを

導入。入会金2000円で、利用料は１時間600円。走行

距離５kmごとに 100円がプラスされるそうです。 

          ◆        ◆ 

 渋滞緩和や排ガス削減などの環境対策に効果がある

として、欧米で普及が進んでいるカーシェアリング。 し

かし、日本ではまだまだ認知度が低いのが現状です。

実際、事業会社が運営するには、採算が合うように会

員数を増やすのがかなり大変です。 

 それでも、合理的な考えからカーシェアリングを受け

入れる人が増えているのは確か。これまでは規制が厳

しかったのですが、国も規制緩和の一歩を踏み出しま

した。 

自動車販売にとっては厳しい時代ともいえますが、こ

こうした新しいビジネスモデルなくしては解決策もありま

せん。今後の展開を注視したいところです。 
 



Ａｕｔｏ－Ｎｅｗｓ 
運転中の携帯電話使用 
罰則規定案を公表／警察庁 
 6月 3日に成立した改正道路交通法で罰則を科すこ
とになった運転中の携帯電話使用について、警視庁は

このほど具体的な罰則規定案を公表しました。これによ

ると、行政処分は 1 点、反則金は普通自動車と自動二
輪車が 6000 円、大型自動車
7000 円、原動機付き自転車
5000 円で、年内に施行が予
定されています。 
 騒音運転やマフラー整備不

良の反則金も同額ですが、違

反点数は 2点で施行される予
定。 
 同庁は 8月 9日まで反則金

額などについての意見をファクス（03-3581-9337）など
で募集しています。 
 
 
ナンバープレート地域名表示の細分化 

平成18年度中にも導入か／国交省 
 国土交通省は、ナンバープレート地域名表示の細分

化について、早ければ平成18年度中にも導入するとし
ています。これはナンバープレートの地域名表示細分

化に対する意見募集の結果を受けたもので、導入賛成

が 8割にのぼりました。 
 同省自動車交通局は、地域名表示細分化にかかわる

取り扱いについての考え方（整理案）を示し、5月10日
から 31 日にかけて意見募集を行いました。その結果、
「地域名表示細分化ナンバー（仮称）の導入に賛成」が

140件、反対が 23件となっています。 
 
 
二輪車のリサイクル・システム稼動へ 

メーカーなど 10月1日からスタート 
 二輪車のリサイクル・システムが今年 10月 1日からス
タートします。同システムは、日本自動車工業会に加盟

する国内二輪車製造事業者 4 社（川崎重工業、スズキ、
本田技研工業、ヤマハ発動機）と参加二輪車輸入事業 
者 11社が、自主的に取り組むもの。 
 家電リサイクルのシステム（松下電器産業等のシステ

ム）を活用し、参加製造事業者・輸入事業者の責任で

処理ルートの構築などを行います。 

一定年数が経過すると 

自動車税が10％増に 
 地方税法の改正にともない、新車の新規登録から一

定年数が経過した自動車の自動車税を重くする条例改

正の動きが、各都道府県でみられます。 
 地方税法改正案は今年３月に参議院で可決成立し、

同月31日に公布されました。これにともない、排出ガス
および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は

その排出ガス性能に応じて税率を軽くし、新車新規登

録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車

は税率を重くする特例措置（自動車税のグリーン化）が

講じられます。 
 具体的には、排ガス

中の大気汚染物質が少

ない低公害車種ほど税

の負担が軽くなり、最大

50％まで軽減されます。
一方で、新車登録から11年を超えるディーゼル車と13
年を超えるガソリン車は約 10％重くなります。
 なお、自動車税は原則として毎年４月１日現在の車の

所有者に課税される都道府県税。自動車の排気量や

使用目的によって税額が異なります。 
 
 
Ａｕｔｏ－Ｅｖｅｎｔｓ 
JCCA筑波エンデュランスミーティング 

             会場：幕張メッセ 

                会期：8月8日 

 クラシックカーのフェスティバル。1975 年まで生産さ
れた自動車による 1 時間耐久レースをはじめとし、
KP61スターレットと B310サニーによるレース、このほ
か葉巻型のヒストリックフォーミュラによるレースなどが

行われます。 
 
X-5 CROSS FIVE 
                  会場：インテックス大阪 

                会期：8月14日 
 ドレスアップカーショーを中心に音楽・ダンス・BMX・
スケボー・ゲーム・ラジコンなど、さまざまなカルチャー

をコラボレートした、遊べるイベントを展開。 
1970 年代の国産車、輸入車のノスタルジックカーは
もちろんのこと、ノスタルジックカーのパーツから、カタ

ログアクセサリー等を展示・販売します。 
 



 
 自 動 車 登 録－実 例 集 
破産した会社が所有していた 
自動車を登録するには・・・ 
 

Q． 自動車販売会社を経営するＡさんは、お客様か   
ら買い取った自動車の抹消登録をしようとしました。 

ところが、その車には別の会社の所有権が付いて

おり、しかもその会社が破産していました。 

 

そこで、破産管財人からの書類（管財人の資格証

明及び印鑑証明証、委任状）を添付して書類を作

成し、提出しました。 
登録はできたでしょうか？ 

 
 

  Ａ． できません。 
 

法人や個人が破産すると、所有していた財 
産は破産財団に帰属することになります。破 
産管財人とは、裁判所等からの選任を受け、 
財産を管理する権限を与えられた者のことで 
す。 
ただし、自己の判断で、管理する財産を法 
的に処理する権限は与えられておらず、その 
処理には、裁判所の許可が必要です。 
したがって、上記の場合、管財人の書類の 
みでは抹消できず、 
 
１． 裁判所が許可をした、自動車売却許 
可書の謄本 

２． 破産管財人の資格証明及び印鑑証 
明証、譲渡証明書、委任状 

３． 売却許可先の印鑑証明証、委任状 
 
を添付して、売却許可先に名義変更後、抹消 
登録ということになります。 
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信頼できるスタッフを派遣 
神戸発の人材派遣会社セッテソーニは、自動車デ

ィーラーを中心にスタッフの派遣を行っています。

お気軽にご相談ください。スタッフ応募も受付中！

セッテ ソーニ 株式会社 
  神戸市中央区京町 79番地 日本ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 3階 301号 

  Tel 078-331-7100   Fax 078-331-7102 
  http://www.settesogni.co.jp/
事業の立ち上げをサポート 

「なにかを始めたい！」とお考えのあなたを応援！

ＮＰＯ活動や運送事業、建設業、風俗業などを中心

に、私たちは事業の立ち上げのご相談を承ってい

ます。まずは、お気軽に担当までご連絡下さい。  

森本・藤本合同行政書士事務所  
担当：小井（コイ） 電話078-453-3335 

e-mail info@morimotozimu.co.jp 
編 集 後 記 
自動車業界でもＨＰを活用した販売が、どんどん行

れつつあるのは周知のとおり。とくに中古車は先行し

います。 
米国の調査会社によれば、インターネットを使って中

車を購入する人は全体の 54％にものぼるとか。昨年
査に比べ 7％の増加。中古車情報をインターネットか
得ている人となれば、これはもうかなりの数にのぼりま

。いまやインターネットの環境という点では世界一とも

われる日本。ますますネット上の取り引きが活発化し

いくことが予想されます。ただし当面は、いかに売る

、あるいはセキュリティはだいじょうぶか、といった問

があり、試行錯誤が続きそうです。（ＦＳ） 

発行／森本・藤本合同行政書士事務所 
      〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 33 

       兵庫陸運支局西隣 （兵庫県自動車会館２階） 
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